
令和６年度 奈良県議会委員会録音ＣＤ-R反訳業務仕様書 

１．業務内容 

奈良県議会の各委員会審議を録音したＣＤ－Ｒ（ＭＰ３方式により録音）の反訳業務 

２．反訳料の計算 

各委員会別に下表の反訳対象部分の休憩時間を除いた分単位（１分未満は切り捨てる）の会

議時間を、表頭の区分（定例会及び初度委員会）ごとに合計する。合計した会議時間（１時間

未満を除く）に契約した金額を乗じて得た額に、１時間未満の分数が３０分以下のときは１時

間単価の２分の１を、３０分を超えるときは１時間単価を加えた額とする（１円未満は切り捨

てる）。 

ただし、予算審査特別委員会と決算審査特別委員会は、定例会ごとに別に合計し、上記の例

により金額を算出する。 

○各委員会のＣＤ－Ｒ反訳対象部分等 

  ６月定例会 初度委員会 ９月定例会 12月定例会 ２月定例会 

常
任
委
員
会 

総務警察委員会 

開会から 

閉会まで 

質疑応答 

部分 

から 

閉会まで 

開会から 

閉会まで 

開会から 

閉会まで 

開会から 

閉会まで 

厚生委員会 

経済労働委員会 

建設委員会 

文教くらし委員会 

特
別
委
員
会 

観光振興対策・地域公共

交通対策等特別委員会 

質疑応答 

部分 

から 

閉会まで 

質疑応答 

部分 

から 

閉会まで 

質疑応答 

部分 

から 

閉会まで 

質疑応答 

部分 

から 

閉会まで 

質疑応答 

部分 

から 

閉会まで 

少子化対策・女性の活躍促進・

スポーツ振興対策特別委員会 

南部・東部地域振興対策 

特別委員会 

総合防災対策特別委員会 

予算審査特別委員会   
開会から 

閉会まで 

 
開会から 

閉会まで 

決算審査特別委員会     

注１ 質疑応答部分とは、理事者説明部分終了後の質疑応答部分を指す。 

注２ 各委員会におけるＣＤ－Ｒ反訳対象部分は、特に指示する場合以外、原則として上記のとおりとする。 

注３ 反訳料の計算においては、太枠で囲った範囲ごとに会議時間の合計を算出するものとする。 

注４ 委員会が開催されても、反訳対象時間が少ない場合などは、業務を依頼しないことがある。 

注５ 特別委員会については、名称等の変更が生じる可能性がある。 

注６ 上記のほか、臨時会が開催される場合がある。 



３．提出物と提出期限 

受注者（以下「乙」という。）は、別紙１「奈良県議会委員会録音ＣＤ－Ｒ反訳原稿作成要

領」に基づき作成した原稿のファイルを、各委員会単位で、録音ＣＤ－Ｒ受領後１４日以内（奈

良県の休日を定める条例（平成元年３月奈良県条例第３２号）第１条に規定する休日（以下「休

日」という。）を含む。３月３１日を超える場合は３月３１日まで。）に、電子メールにより、

奈良県議会事務局（以下「甲」という。）指定のメールアドレスに送信するものとする。 

４．年間予定時間、録音ＣＤ－Ｒ等 

（１）年間の会議時間は 129 時間程度を予定している。 

内訳：常任・特別委員会 年間７８時間程度 

予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会  年間５１時間程度 

なお、委員会の開催日程は、各定例会の約１か月前に甲から連絡をする。 

（２）委員会議事の録音は甲が設置した機材により甲が行う。なお、録音ＣＤ－Ｒ及び関係資

料は郵送等で委員会終了後３日以内（休日は含まず。）に、甲から送付する。 

なお、録音ＣＤ－Ｒが不調の場合は、録音ＣＤ－Ｒの補助としてデジタル録音等の内容

を送付することとする。 

（３）録音ＣＤ－Ｒや原稿等の受け渡しにかかる郵送料等は、発送者において負担する。 

（４）原稿等の作成は、乙の機材により行うこととし、これにかかる費用は乙の負担とする。 

（５）乙は、録音したＣＤ－Ｒ、反訳原稿及び補助資料を適正に保管し、複写・貸出は行わな

いこと。 

（６）原稿の著作権は、奈良県議会が有するものとする。 

５．業務完了の確認 

（１）乙は、２による区分ごとの業務完了後に、別紙２の業務完了報告書を、甲に提出するも

のとする。また、事務局から送付した録音ＣＤ－Ｒ及び参考資料一式も返却するものと

する。 

（２）甲による業務完了報告書の確認後、乙は、上記２により算出した金額により、請求書を

提出するものとする。 

 


